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こどもの権利保障・促進事業支援等業務委託について、公募型プロポーザルを次のとおり実施

する。 

 

令和８年４月 28日  

 

盛岡市長 内 舘  茂     

 

１ 業務の概要 

(1) 名称 

   こどもの権利保障・促進事業支援等業務委託 

 (2) 目的 

いじめやいじめ以外の学校に関係するこどもの多様な悩みや課題に対応するため、こども

の意見表明の機会確保や、こどもの参画を得ながら関係機関とのネットワーク形成を図るな

ど、「こどもをまんなか」にした相談支援の体制強化を図るとともに、こどもの権利侵害の

予防や、権利侵害からの救済するための仕組みの構築を目的とする。 

(3) 発注者 

   盛岡市 

 (4) 契約期間 

   令和８年６月１日から令和９年３月 31日まで 

 (5) 委託内容 

   こどもの権利保障・促進事業支援等業務委託仕様書及び仕様書別紙のとおり。 

 (6) 提案上限額 

   2,538,800円（うち消費税額及び地方消費税額 230,800円） 

 

２ 提案者の資格要件 

プロポーザルに参加する者は、委託業務を的確に遂行するに足りる能力を有し、かつ、次に

掲げる要件を満たす団体とする。 

(1) 盛岡広域８市町に本社又は営業所を有する者であり、かつ、運営にあたり不測の事態等が

発生した際に柔軟に対応できる体制を有していること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (3) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しく

は再生手続開始の申立てがされている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定

を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立

てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第41条第１項に規定す

る更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

 (4) 市に納付すべき直近の市民税（法人・団体にあっては法人住民税、個人にあっては個人住

民税）及び固定資産税に滞納がないこと。 
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 (5) 応募に係る書類の提出期限の日までに、市からの受注業務に関し、入札参加停止等の措置

を受けている者でないこと。 

(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条６号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

(7) 適切な事業運営が確保できると認められる者であること。 

(8) こども施策（こども基本法（令和４年法律第77号）第２条第２項に規定するこども施策を

いう。以下同じ。）に関する活動を行っている者又はこども施策に関して意欲的な者であるこ

と。 

 (9) 宗教活動や政治活動を主たる目的としている者でないこと。 

 

３ 選定スケジュール 

項番 手続き 日程 

１ 公告 令和８年４月28日（火） 

２ 公募 公告の日から令和８年５月15日（金）午後５時まで 

３ 質問受付 公告の日から令和８年５月12日（火）正午まで 

４ 質問回答 令和８年５月14日（木） 

５ 参加申込期限 令和８年５月15日（金）午後５時まで 

６ 提案書提出期限 令和８年５月19日（火）正午まで 

７ プレゼンテーション審査 令和８年５月25日（月） 

８ 審査結果の通知 令和８年５月下旬（予定） 

９ 協議及び見積徴収 令和８年５月下旬（予定） 

10 契約締結 令和８年６月１日（月）（予定） 

 

４ 質疑応答 

  質疑がある場合は、以下のとおり質問書を提出すること。 

 (1) 提出書類（提出部数：１部） 

   質問書（様式第１号） 

 (2) 提出期限 

   令和８年５月12日（火）正午まで（必着） 

 (3) 提出先 

盛岡市子ども未来部子ども青少年課企画係 

住所 盛岡市神明町３番29号 盛岡市保健所庁舎４階 

E-mail kodomo@city.morioka.iwate.jp 

 (4) 提出方法 

   持参、郵送またはE-mail 

(5) 本市回答期限 
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      令和８年５月14日（木）に市ホームページに掲載 

(6) 留意事項 

  企画提案書の具体的な記載内容及び評価基準に関する質問については受け付けない。 

また、質問を行った者の名称は公表しない。 

 

５ 応募方法 

 (1) 受付期間（参加申込書） 

令和８年４月28日（火）から５月15日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く、午前９時から午後５時まで） 

 (2) 提出方法 

   持参による。 

 (3) 提出場所 

子ども未来部子ども青少年課企画係（盛岡市神明町３番29号 盛岡市保健所庁舎４階） 

(4) 提出書類  

  応募書類及び提案書について、「３ 選定スケジュール」に定める期限内に提出すること。 

【参加申込】（提出部数：１部） （提出期限 ５月15日（金）午後５時まで） 

  ア 申込書（様式第２-１号） 

※グループで応募する場合は、グループ申請構成書（様式第２-２号）のほか、グループの

代表者、代表権限、意思決定の手続き等グループの組織に関する取決めを記載した書類

（グループでの申請の場合のみ。任意様式。）を提出してください。 

  イ 事業者概要（様式第３号） 

  ウ 実績書（様式第４号） 

  エ 市民税及び固定資産税の滞納の有無、盛岡市暴力団排除条例に基づく関係機関への照会

に関する同意書（様式第５-１号） 

   ※盛岡市に市民税及び固定資産税の納付義務がない場合は、申出書（様式第５-２号）を提

出してください。 

オ 役員名簿（様式第６号） 

  カ 団体の履歴事項全部証明書 

  キ 定款 

【企画提案書提出】（提出部数：５部）  （提出期限 ５月19日（火）正午まで） 

  ク 企画提案書（任意様式） 

 (5) 書類の配付 

   盛岡市子ども未来部子ども青少年課において配置するほか、盛岡市のホームページに掲載

する。 

 

６ 企画提案書の作成 

  企画提案書の作成にあたっては、以下の項目順に作成してください。 

任意団体の場合は、役員一覧及び規則等 
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 (1) 運営方針（予見整理、業務を進めるにあたっての基本方針などを記載してください。） 

 (2) 事業計画（別紙仕様書５の(1)～(5)ごとに下記に掲げる点を含め、具体的な実施内容を記

載してください。） 

  ア 別紙仕様書５(1) については、こどもが抱える悩みを解決するためのネットワーク形成

を目指したプラットフォーム運営に留意すること。 

    イ 別紙仕様書５(2) については、企画運営、こどもからの意見聴取に関して知見のある人

材の活用、会場の設定など、こどもが意見表明しやすい場づくりに留意すること。なお、

こどもの意見聴取については８月までにこどもの権利についての意見の取りまとめを行う

こと。 

    また、周知啓発ツールの作成にあたっては、こどもに伝えるために適した媒体の検討や

デザインの配慮などについて留意すること。 

    ウ 別紙仕様書５(3) については、出前講座の企画設計や実施にあたっては、専門家の知見

を確保できるよう留意すること。 

    エ 別紙仕様書５(4) については、盛岡市と同規模の自治体の先行事例を文献調査を中心に

権利救済のための仕組みについて整理すること。 

    オ 別紙仕様書５(5) については、仕様書５(1)～(4)を補完するための取組のほか、事業の

目的を達成するため、提案者が特に必要と考えるものがある場合について自由提案として

記載すること。 

 (3) 年間スケジュール（実施する業務全体の年間スケジュールを記載してください。） 

 (4) 実施体制（従事する職員の実績やスキルのほか、再委託や協力予定者がある場合（想定を

含む。）はその内容を記載してください。） 

 (5) 予算書（下記に掲げる経費科目ごとに金額を積算すること。また、金額の積算根拠及び事

業区分に併せたを明示すること。） 

  ア 委託経費 

   市は、予算の範囲内において、人件費、諸謝金、旅費、借損料、需用費、会議費、通信運搬

費、役務費、使用料・手数料、委託料、消費税相当額、一般管理費のほか、事業を実施するた

めに市長が認める経費を委託費として支出する。 

イ 委託経費の積算について 

    積算にあたり、次の基準を参考にすること。 

   (ｱ) こども会議に継続的に出席したこどもに対する謝礼を一人当たり5,000円程度、10人分

を目安とすること。 

     また、こども会議に単発で出席したこどもに対する謝礼を１回あたり、500円程度、10

人分、10回を目安とすること。 

   (ｲ) こども会議の運営にあたり、こどもの意見表明に実績のある人材の配置を行うこと。

この場合の経費については400,000円程度を目安とすること。 

   (ｳ) 出前講座の実施に当たり、弁護士など、こどもの権利に関する知識を有する者を配置

して実施すること。１回あたりの謝金は20,000円程度を目安とすること。 
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   (ｴ) 周知啓発ツールについては、デザイン性を確保するための再委託がある場合はその経

費を見込むこと。 

   (ｵ) 一般管理費については５％程度以内で経費に算入することを可とするもの。 

 

７ 審査方法 

  原則として、プレゼンテーション審査により委託候補者を選考する。なお、応募者が１者だ

った場合は、書類審査に代える場合がある。また、応募者が３者を超える場合は提出された書

類による審査を行い、プレゼンテーション審査を実施する３者を選考する。 

※詳細は「こどもの権利保障・促進事業支援等業務委託提案審査基準」のとおり。 

 

８ 審査結果の通知 

  応募者全員に文書で通知するほか、盛岡市のホームページに掲載（事業者名の掲載は委託候

補となった事業者名のみ）する。 

 

９ 契約に関する事項 

 (1) 契約締結の手続 

   契約は、随意契約とし、委託候補者から見積書を徴取して契約書を作成する。 

 (2) 契約保証金 

   委託候補者は、契約保証金として契約額の 100分の５以上の額を、契約締結前に納付しな

ければならない。ただし、盛岡市財務規則（昭和46年規則第33号）第 125条各号のいずれか

に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

 

10 留意事項 

 (1) この応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

 (2) 次のアからカまでのいずれかに該当する応募書類は、これを無効とする。 

ア 資格要件を満たさない者又は委託候補者を選定するまでの間に資格要件を満たさなくな

った者から提出されたもの 

  イ 提出した書類に虚偽の内容が記載されていたもの   

ウ 業務委託の契約額の上限額を超えるもの 

エ 民法（明治29年法律第89号）第90条、第93条、第94条又は第95条の規定に該当する内容

となっているもの 

  オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できないもの  

  カ 提出期限を過ぎて提出されたもの 

 (3) 提出された書類は、返却しない。 

 (4) 提出期限後の提出書類の差替え及び再提出はできない。 

(5) 企画提案書提出後にプロポーザルへの参加を取り下げる場合は、取下書（任意様式）を提

出すること。 
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11 問合せ先  

  盛岡市子ども未来部子ども青少年課企画係 担当 佐々木（ささき） 

  〒020-0884 盛岡市神明町３番29号 盛岡市保健所庁舎４階 

  電話：019-613-8356（直通） E-mail：kodomo@city.morioka.iwate.jp 

 


